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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
噴流床として構成された少なくとも１つの固定式反応器（６）を備えた装置においてセメ
ント原料粗粉のような微粒状材料を連続処理するにあたり、微粒状材料を供給し、中央に
配置されたガス入口（２１）を経て固定式反応器（６）の底部で噴射され、固定式反応器
（６）を通って上方に流れるガスによって微粒状材料を浮遊床で処理し、微粒状材料をそ
こから固定式反応器の底部におけるガスの流れに逆らって重力下でガス入口（２１）を経
て排出する微粒状材料を連続処理する方法において、固定式反応器（６、２１）の寸法お
よび作動パラメータおよび連結された装置（８）の容積（８ａ）は、微粒状材料床を最も
低い位置に位置決めした場合に、ガスの流速が微粒状材料床の粒子を浮遊させるのに必要
とされる最小の速度より低い帯域へ、新たな供給材料の量に対応する量の床材料が運ばれ
、それによりその量の床材料がガスの流れを通って落下して固定式反応器（６）から出て
いくような振幅で、作動中に微粒状材料床全体が固定式反応器（６）内で制御された仕方
で上下に脈動されるように、選択され且つ制御されることを特徴する微粒状材料を連続処
理する方法。
【請求項２】
固定式反応器（６）のガス入口（２１）の長さ方向寸法および直径方向寸法のうちの少な
くとも１つが作動中に調整されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
ガス入口（２１）の長さと直径との比が０．５～６の範囲内に調整されることを特徴とす
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る請求項２に記載の方法。
【請求項４】
平均ガス速度、平均ガス質量流量、微粒状材料の流れ、固定式反応器の温度およびガス入
口ダクトの温度を含む作動パラメータのうちの少なくとも１つが作動中に調整されること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
ガス入口（２１）の最も幅狭い部分におけるガス速度が、微粒状材料床から抜き取られる
微粒状材料における平均サイズの粒子の終速の１倍と１０倍との間の範囲内に調整される
ことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
固定式反応器に連結された少なくとも１つの装置の容積（８ａ）が作動中に調整されるこ
とを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項７】
固定式反応器（６）から排出される微粒状材料を分級し、分級された微粒状材料の最も細
かい画分を固定式反応器へ再循環することを特徴とする請求項１ないし６のうちのいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項８】
微粒状材料の分級は、ダクトにおけるガス速度が、微粒状材料床に収容された微粒状材料
における平均サイズの粒子の終速の０．１～１倍である範囲内に維持されて、微粒状材料
が浮遊ガスに対して向流で直立したダクト（２２）を通して導かれることを伴う空気分離
の形で行われることを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
少なくとも１つの前処理ユニット（１、２、３、４、５）と、浮遊ガスが後処理ユニット
から固定式反応器へ、排出微粒状材料が固定式反応器から後処理ユニットへ同時に通るた
めの共通の垂直な中央ダクト（１６）を介して底部が後処理ユニット（８）の上部分と開
放および直接連結している円錐台形壁部（６ｂ）を下端部に備えた直立円筒形容器（６ａ
）よりなる少なくとも１つの固定式反応器（６）とを備えており、固定式反応器（６）が
前処理された材料用の１つまたは幾つかの入口（１５ａ）を備えている、請求項１ないし
８のうちのいずれか１項に記載の方法を実施するための装置において、制御された仕方で
微粒状材料床の脈動振幅を調整する手段（１８、２３、２４、２６）を備えたことを特徴
とする装置。
【請求項１０】
調整手段はダクトのガス入口部分（２１）の長さ方向寸法および直径方向寸法のうちの少
なくとも１つを調整するための手段（２３）を備えていることを特徴とする請求項９に記
載の装置。
【請求項１１】
調整手段は固定式反応器（６）の作動パラメータを調整するための手段（２３）を備えて
いることを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
調整手段は固定式反応器（６）に連結された少なくとも１つの装置（８）の容積（８ａ）
を調整するための手段（２３）を備えたことを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
ガス入口部分（２１）の下方のダクト（１６）は１と１０との間の長さ／直径比を有する
空気分離部分（２２）を備えていることを特徴とする請求項９ないし１２のうちのいずれ
か１項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
本発明は噴流床として構成された少なくとも１つの固定式反応器を備えた装置においてセ
メント原料粗粉のような微粒状材料を連続処理するにあたり、微粒状材料を供給し、中央
に配置されたガス入口を経て固定式反応器の底部で噴射され、固定式反応器を通って上方
に流れるガスによって微粒状材料を浮遊床で処理し、微粒状材料をそこから固定式反応器
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の底部におけるガスの流れに逆らって重力下でガス入口を経て排出する微粒状材料を連続
処理する方法に関する。また、本発明はこの方法を実施するための装置に関する。
この種類（以下、上記種類と称する）の方法はヨーロッパ特許第B-0380878号から知られ
ている。この特許出願によれば、固定式反応器からの生成物の連続排出は、所定の限度を
越える大きさを達成した仕上げ燃焼クリンカー粒子が重力の影響下で浮遊ガスと向流でガ
ス入口を通るようにして起こる。
この公知の排出方法の欠点は、材料の供給速度の変化により、それ相当に材料の排出速度
が自動的に変化するので、所望量の材料が絶えず固定式反応器に保持されるものではない
と言う点である。従って、この排出方法を利用した装置では、反応およびエネルギ特性に
よって固定式反応器においてクリンカーの最適な保持時間を得ることが困難である。上記
方法での実際の経験の結果、或る作動条件を仮定して、材料床のすべて或いは望ましくな
い大部分がたちまち押し下げられて固定式反応器の完全または部分排出をもたらしたり、
或いは固定式反応器内を上方に膨張されたりする。この方法の更に別の欠点は、材料床に
おける粒子の重量の連続増大が起こる反応方法にしか利用することができないと言う点で
ある。
本発明の目的は所望量の微粒状材料が絶えず固定式反応器に保持されるようにした方法お
よび装置を提供することである。
本発明によれば、この目的は、微粒状材料床を最も低い位置に位置決めした場合に、ガス
の流速が微粒状材料床の粒子を浮遊させるのに必要とされる最小の速度より低い帯域へ、
新たな供給材料の量に対応する量の床材料が運ばれ、それによりその量の床材料がガスの
流れを通って落下して固定式反応器から出ていくような振幅で、作動中に微粒状材料床が
固定式反応器内で制御された仕方で上下に脈動されるように、固定式反応器の寸法および
作動パラメータおよび連結された装置の容積が選択され且つ制御されることを特徴する上
記種類の方法によって達成される。
本質的に上記特許に記載の種類の試験プラントで出願人が行った試験では、クリンカー粒
子が排他的に重力によって浮遊ガスの流れに打ち勝つのに十分な大きさを有するずっと前
にセメントクリンカーの一部が固定式反応器から排出されると言うことが分かった。また
、５０％までのガスの速度の変化が固定式反応器から排出されるクリンカー粒子の大きさ
にほんの適度な作用をもたらすこと言うことも明らかになった。
より詳細に調べた結果、固定式反応器からのクリンカーの排出は断続的、およびガス入口
の速度における全微粒状材料床または微粒状材料床の一部が固定式反応器において上方お
よび下方に躍動するのと同時に起こることを示した。しかも、固定式反応器から排出され
る微粒状材料の粒径分布は固定式反応器内に保持される微粒状材料の粒径分布と本質的に
同等である。
従って、浮遊床が固定式反応器内で上方および下方に脈動され、且つクリンカーがこのよ
うにして固定式反応器から排出されてしまう疑いがある。
噴流床のような浮遊床における脈動は当業者には知られていないわけではないが、今日ま
で、脈動は好ましくは避けるべきである現象として考えられていた。専門家の文献が、だ
れも脈動の根元的な原因を確認するために脈動現象の詳細な研究を何ら行っていないこと
を示していると思われる。対照的に、脈動を回避するのに使用することができる適当な方
法の多くの記載がある。
出願人が行った試験から、多くの相互作用要因により脈動が引き起こされるものと思われ
る。この内容では、特定の趣旨要因が浮遊床の重量と、固定式反応器ならびに連結された
装置における材料床の上下に存在する空気量から得られる弾性力および慣性力との関係で
ある。材料床の挙動についての他の決定的要因はファン特性、ガス入口ダクトの寸法、固
定式反応器の円錐形断面の角度、および固定式反応器ならびにガス入口ダクトにおける平
均ガス質量流量、平均ガス速度、材料速度および温度のような作動パラメータである。
上記要因の適切な選択および調整により、当業者は望ましい脈動特性で定常モードを達成
することができる。
例えば、連結された装置における空気量を所望の床浮遊およびガスの流れに適合させるこ
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とにより、浮遊床の脈動の周波数および振幅は、材料床を最も低い位置に置く場合、床材
料の所望部分が、ガス流速が床粒子を浮遊させるのに必要な最小速度より低い帯域へ運ば
れ、それによりガスの流れを通って固定式反応器から落下するのに必要とされる大きさを
振幅が正確に有するように変調されるのがよい。振幅は浮遊床の質量が増大するにつれて
増大するので、このようにして固定式反応器から排出される材料の量は浮遊床の質量が増
大するにつれて増大する。その結果、浮遊床の質量は非常に制限された範囲内で安定化さ
れ、しかも、選択された作動パラメータに調和する。
かくして、本発明による方法によって、材料の供給速度の変化により自動的に材料の排出
速度の同様な変化になると言う点で材料の所望量が固定式反応器内に絶えず維持されるこ
とが達成される。これにより、以前に知られた方法と比較して固定式反応器内の材料の保
持時間を制御することが容易になり、それにより材料のより一様な保持時間になり、かく
して反応およびエネルギ特性の最適化を確保する。また、この方法を、微粒状材料床にお
ける粒子の重量の連続増大が起こらない処理に利用することができる。
実際、固定式反応器の寸法および作動パラメータならびに連結された装置の容積を個々に
或いは組み合わせで可変の制御パラメータとして使用してもよい。
従って、固定式反応器のガス入口ダクトの長さ方向寸法および直径方向寸法のうちの少な
くとも１つを調整するように選択すればよい。これは、所望の寸法を有しガス入口ダクト
に嵌め込まれた１つまたは幾つかの挿入部分によって始動前に簡単に行われるが、長さお
よび直径のうちの少なくとも１つが可変である挿入部分のような適当な手段の使用により
作動中に行なってもよい。実際、ガス入口の長さと直径との比を０．５～６の範囲内に調
整することができるなら、有利であると立証された。
また、平均ガス質量流量、平均ガス速度、微粒状材料の流れ、固定式反応器の温度および
入口ダクトの温度のような作動パラメータのうちの少なくとも１つを作動中に調整するよ
うに選択してもよい。平均ガス速度を調整パラメータとして選択した場合には、この速度
はガス入口のより狭い部分において、固定式反応器から排出される材料における平均サイ
ズの粒子の終速の１～１０倍の間である範囲内に調整すべきである。
代表的には、固定式反応器は、これが他の装置に直接連結されるより大きいプラントの一
部として組み入れられ、作動中に連結された装置のうちの少なくとも１つの容積を調整す
ることにより固定式反応器における微粒状材料床の脈動を調整する場合である。従って、
所望の脈動特性を得るようにして、脈動の周波数および振幅に影響する特定装置の弾性力
を調整することが可能である。
或る場合には、固定式反応器から排出される材料の画分、代表的には、固定式反応器から
排出される微粒状材料の最も細かい画分を固定式反応器へ再循環することができるならば
望ましい。これは、固定式反応器におけるこの材料画分の保持時間が不適切であると思わ
れるなら望ましい。従って、本発明による方法により、固定式反応器から排出される微粒
状材料を分級することが可能であり、また分級された微粒状材料の所望画分を固定式反応
器へ再循環したりすることが可能である。
分級は、ダクトにおけるガス速度が微粒状材料床に収容された微粒状材料における平均サ
イズの粒子の終速の０．１～１倍である範囲内に維持されて、微粒状材料が浮遊ガスと向
流で直立したダクトを通して導かれることを伴う空気分離の形で行われるのがよい。
また、本発明は本発明による方法を実施するための装置に関し、この装置は少なくとも１
つの前処理ユニットと、浮遊ガスが後処理ユニットから固定式反応器へ、排出材料が固定
式反応器から後処理ユニットへ同時に通るための共通の垂直な中央ダクトを介して底部が
後処理ユニットの上部分と開放および直接連結している円錐台形壁部を下端部に備えた直
立円筒形容器よりなる少なくとも１つの固定式反応器とを備えており、固定式反応器は前
処理された材料用の１つまたは幾つかの入口を備えており、この装置は制御された仕方で
微粒状材料床の脈動振幅を調整する手段を備えたことを特徴としている。
添付図面を参照して本発明を更に詳細に説明する。
第１図は本発明による装置の例を側面図で示しており、第２図は第１図に示す装置の一部
を拡大して示す部分断面図である。
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第１図はセメントクリンカーを製造するプラントを示しており、このプラントは３つのサ
イクロン段階１、２、３よりなる浮遊プレヒータと、分離サイクロン５を備えたか焼器４
と、分離サイクロン７を備えた固定式反応器６と、第１クリンカー冷却器８と、第２クリ
ンカー冷却器９とを備えている。セメント原料粉を入口１０でプラントに供給し、プレヒ
ータサイクロン１、２、３を通してダクト１１を経てか焼器４に公知な方法で搬送する。
か焼器４には、入口１２で燃料を供給し、且つ燃焼ガスを固定式反応器６の分離サイクロ
ン７および第２冷却器９からダクト１３を経て供給する。
か焼器４において、予熱された原料粉を浮遊状態で公知な方法でか焼し、排ガスおよびか
焼原料粉の浮遊物を出口５ａを経て搬送し、そこから、排ガスをプレヒータ１、２、３ま
で導き、引続き、ガスをガス出口１４を経てプラントから排出する。分離されたか焼原料
粉を分離サイクロン５からダクト１５および材料入口１５ａを経て固定式反応器６へ送る
。プラントはまた、予熱された原料粉の一部をか焼器４を通り越して固定式反応器６の頂
部へ直接差し向けるためのダクト１１ａを備えるのがよく、原料粉の上記一部を固定式反
応器に導入し、固定式反応器６からの排ガスと混合して分離サイクロン７における粘着が
回避されるようにこの帯域における温度を低下させる。
円錐形の噴流床として構成された固定式反応器６には、燃焼浮遊空気が第１冷却器８から
ダクト１６を経て供給され、且つ燃料が入口を経て供給される。仕上げ燃焼されたクリン
カーを固定式反応器６から排出し、且つファン１８によって冷却器８へ送られた冷却空気
に対して向流でダクト１６を経て冷却器８へ導く。第１冷却器８からクリンカーをダクト
１９を経て第２冷却器９の中へ導き、第２冷却器９には、ファン２０によって冷却空気が
送られる。
ダクト１６は固定式反応器６に最も近いガス入口部分２１と、大きい横断面積を有する下
側分離部分２２とよりなる。原則的にダクト１６は任意の横断形態のものでもよいが、通
常は実質的に円形である。
固定式反応器６の寸法および作動パラメータおよび下側冷却器８のフリーボード容積８ａ
のような連結された装置の容積は、作動中、固定式反応器６における微粒状材料床の上方
および下方の脈動を確保するように予備的な作動経験に基づいて意図した割当を行うため
にプラントの始動に先立って選択される。始動時、およびおそらく、作動中の次の段階で
、脈動の振幅は、各脈動サイクルごとに、床材料の所望部分が、ガス流速が床粒子を浮遊
させるのに必要とされる最小速度より低いダクト１６の分離部分２２へ送られ、それによ
りガスの流れを通って落下して固定式反応器６から出ていき、微粒状材料床の残りの部分
が上昇して固定式反応器６の中へ戻るような程度に微粒状材料床が移動されるように変調
される。
第２図は微粒状材料床の脈動を調整するのに利用される手段の例を示している。ガス入口
部分２１の長さは、ガス入口部分２１に入れ子式に設置されて二重矢印２３ａで示すよう
に上方および下方に変位可能である管部分２３によって調整される。作動温度が図示のプ
ラントと比べて低いプラントでは、ガス入口部分２１の直径は例えば、図示しない管状ベ
ローズ手段によって調整される。冷却器８のフレーボード容積を調整するのに幾つかの方
法を使用し得る。例えば、冷却器の格子底２４を二重矢印２５で示すように上昇させたり
降下させたりしもよいし、或いは充填要素２６を二重矢印２７で示すように冷却器８の内
外に変位可能に嵌めてもよい。他の方法は排出速度を供給速度に対して調整することによ
る冷却器８におけるクリンカー量の調整を含む。ダクト１６を上方に通るガスの流れおよ
びガスの速度の調整はブロワー１８によって行うことができ、固定式反応器６への材料の
流れの調整はダクト１０、１１、１１ａにおける材料の流れを調整することにより行うこ
とができる。固定式反応器の温度は、入口１７からの燃料の供給を調整することにより調
整することができ、ガス入口ダクト１６における温度は、低温空気の追加により、或いは
冷却器フリーボード８ａまたはダクトにおける燃料の適切な燃焼により調整することがで
きる。
本発明によるプラントは平行に配置される幾つかの固定式反応器６を組み入れてもよい。
これらの固定式反応器６は別々の前処理ユニットに個々に連結されてもよいし、幾つかの
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前処理ユニットにグループをなして連結されてもよいし、或いは１つの同じ前処理ユニッ
トに連結されてもよい。また、これらの固定式反応器６は別々の後処理ユニットに個々に
連結されてもよいし、幾つかの後処理ユニットにグループをなして連結されてもよいし、
或いは１つの同じ後処理ユニットに連結されてもよい。好適な実施例では、固定式反応器
６は１つの同じ前処理ユニットおよび別々の後処理ユニットに連結されている。

【図１】 【図２】
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